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○龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則 

平成23年６月21日規則第７号 

改正 

令和５年３月１日規則第14号 

龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成23年龍郷町条例第10

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録申請） 

第２条 条例第５条第１項の規定による飼い猫の登録申請は、登録申請書（別記第１号様式）によ

り行うものとする。 

２ 条例第５条第４項に定める期間は、前項の規定により登録申請書を提出した日から起算して40

日以内とする。 

（鑑札の再交付申請） 

第３条 条例第７条の規定による鑑札の再交付申請は、鑑札の再交付申請書（別記第２号様式）に

より行うものとする。 

（登録の変更及び抹消の届出） 

第４条 条例第８条の規定による飼い猫の登録変更及び抹消の届出は、登録の変更・抹消届出書（別

記第３号様式）により行うものとする。 

２ 町長は、飼い主が前項の規定による飼い猫の登録抹消の届出を行った場合には、遅滞なく飼い

猫の抹消をしなければならない。 

（多頭飼養の申請） 

第５条 条例第13条第２項の規定による申請は、多頭飼養許可申請書（別記第４号様式）によるも

のとする。 

第６条 条例第14条第３項の身分を証明する証票は、龍郷町職員証規定（平成17年龍郷町訓令第６

号）第２条の規定によるものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成23年10月１日から施行する。 
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附 則（令和５年３月１日規則第14号） 

この規則は、令和５年３月９日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 

 


